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現 行 改 正 備 考 

 

国立大学法人東京農工大学大学院連合農学研究科教育規則 

 

（平成 16年 4月 1日 制定） 

 

 

第 1条～第 14条    省 略 

 

   附 則  省 略 

 

 

 

 

 

 

 

教育課程表 
   

 
研究科共通科目  

   

 
  区   分 授  業  科  目 単位数 

 

研 究 科 

共通科目 

◎ 総合農学概論Ⅰ（日本語） 1 

 
◎ 総合農学概論Ⅱ（英語） 1 

 
  コミュニケーション演習（英語） 1 

 
  海外フィールド実習 1 

 
  海外短期集中コース 1 

 

外国人留学生 

特別ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ科目 

△ 外国人留学生特別セミナーⅠ 0.5 

 
△ 外国人留学生特別セミナーⅡ 0.5 

 
△ 外国人留学生特別セミナーⅢ 0.5 

 
△ 外国人留学生特別セミナーⅣ 0.5 

備考 １．◎印の科目は、選択必修科目とし、この中から 1単位以上修得すること。 

２．無印の科目は、選択科目 

３．△印の科目は、留学生特別プログラム学生の選択必修科目とし、この中から 

１単位以上修得すること。 

 

 

 

 

 

 

生物生産科学専攻～農林共生社会科学専攻 省略 

 

国立大学法人東京農工大学大学院連合農学研究科教育規則 

 

（平成 16年 4月 1日 制定） 

 

 

第 1条～第 14条    省 略（現行どおり） 

 

   附 則  省 略（現行どおり） 

    

 

 

 

 

 

 

教育課程表 
   

 
研究科共通科目  

   

 
  区   分 授  業  科  目 単位数 

 

研 究 科 

共通科目 

◎ 総合農学概論Ⅰ（日本語） 1 

 
◎ 総合農学概論Ⅱ（英語） 1 

 
  コミュニケーション演習（英語） 1 

 
  海外フィールド実習 1 

 
  海外短期集中コース 1 

 
  イノベーション推進特別講義Ⅰ 1 

 
  イノベーション推進特別講義Ⅱ 1 

 
  イノベーション推進特別講義Ⅲ 1 

 

外国人留学生 

特別ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ科目 

△ 外国人留学生特別セミナーⅠ 0.5 

 
△ 外国人留学生特別セミナーⅡ 0.5 

 
△ 外国人留学生特別セミナーⅢ 0.5 

 
△ 外国人留学生特別セミナーⅣ 0.5 

備考 １．◎印の科目は、選択必修科目とし、この中から 1単位以上修得すること。 

２．無印の科目は、選択科目 

３．△印の科目は、留学生特別プログラム学生の選択必修科目とし、この中から 

１単位以上修得すること。 

 

生物生産科学専攻～農林共生社会科学専攻 省略（現行どおり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

国立大学法人東京農工大学大学院連合農学研究科教育規則の一部改正 

国立大学法人東京農工大学大学院連合農学研究科教育規則を次のとおり改正する。 
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別紙様式１～２ 省略 

 

 

 

 

 

別紙様式１～２ 省略（現行どおり） 

 

附 則（２３連教規則第１号） 

１ この規則は、平成２３年４月１日から施行する。 

２ 平成２３年３月３１日現在在学している者の授業科目の名称及び単位数並びに必修又は選択の別、教育課程については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 


